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1.はじめに 
	 近年、各地で地域の特徴や歴史的資源を活かした景観

形成により地域価値を高める動きが起こっている。美し

い景観形成のためには住民による個人住宅等の整備が不

可欠である。 
	 こうした中、景観形成を目的とした施策が地方自治体

によって展開されている。その中でも、街なみ環境整備

事業（以下、「街環事業」）は事業地区内において街づく

り協定の締結等を認可の条件としていること、個人住宅

等の修景工事に対し助成があることなどから住民参加に

基づく景観形成の実現が特徴となっている。	 

	 以上のことから、本研修では街環事業における住宅修

景の活動に影響を与える要因の知見を得ることを目的と

する。 
2.研修の枠組み 
2-1.研修の対象	 

	 対象の選定においては、東北地方における街環事業実

施済みないし実施中の 22 地区を対象に、住民による修景
活動の実態があり、かつこちらからの資料提供の要請に

応諾のあった７地区について分析を行う。さらに、現在

街環事業実施中で研究に係る詳細な資料を得やすいこと

から、秋田県美郷町六郷中央地区を現地調査、ヒアリン

グの対象とし、整備基準の適合率、住民参加のプロセス

について現地調査とヒアリング結果を交えて詳細に分析

する。 
2-2.研修の方法	 

	 本研修では街環事業により行われた修景事例に対し、

以下の枠組みにより分析、考察を行う。	 

① 収集した資料より、街環事業による７地区の修景状況
を把握する。	 

② ７地区の街づくり協定等（1）の条文、住宅整備基準を把
握する。	 

③ 街づくり協定等の条文全体像および、住宅整備基準と
修景の関連について分析する。	 

④ 六郷中央地区において住宅整備基準の適合率を分析し、
修景活動の促進に影響を与える要因について考察する。	 

3.街環事業の概要	 

	 街環事業は、一般市街地におけるゆとりとうるおいの

あるまちづくりを目的とする事業（2）であり、住宅地区改

良法以来続いてきた我が国の住環境整備事業で、景観形

成というより現代的課題に対応した事業と位置付けられ

ている。この事業の特徴は、1）景観形成に対する助成が

あること、2）整備対象区域とする要件が、住宅の接道条

件や小公園等のゆとりとうるおいのための地区施設が不

足していることに対応すること、3）広範囲な市街地や水

準の高い市街地にも対応すること、4）任意協定である

「街づくり協定」を関係権利者の合意によって締結する

ことの４つである。（図１参照）	 

	 なお、街環事業では、原則として「街づくり協定」を

住民の間で締結することが必要となっているが、地区計

画や地方公共団体の条例等によって住宅等の整備又は維

持管理に関する事項等が定められている場合は、街づく

り協定が締結されているものとみなされる。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図１	 街なみ環境整備事業整備イメージ図	 

4.対象７地区の修景状況	 

	 １ha 当たりの修景件数（以下、「単位修景件数」）を見
ると（表１）、地区面積の小さなまほろば通り地区は 5.5
件/ha、飯坂町湯沢周辺地区は 6.2 件/ha が多い。一方、地
区面積の大きい六郷中央地区は 0.4 件/ha、大畑地区は 0.4
件/ha と単位修景件数が少ない。小規模面積で事業を実施
した場合には集中的に事業が行うことにより単位修景件

数が多くなっていると考える。 
表１	 研修対象７地区の概要	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 
	 
	 
※区域要件	 
・ １号：区域内の住宅の戸数に対する接道不良住宅（幅員４ｍ以上の道路に接していない住宅）の戸数の割合７割以上であり、かつ、区域の面積に対する区
域内の住宅の割合が１ha当たり30戸以上である区域	 
・ ２号：区域内の幅員６ｍ以上の道路の延長が区域内の道路総延長の1/4未満であり、かつ、公園、広場及び緑地の面積の合計が区域の面積3％未満である区
域	 
・ ３号：地方公共団体の条例等により景観形成を図るべきこととされている区域	 



 
秋田県立大学	 システム科学技術学部 

建築環境システム学科	 建築・都市アメニティグループ 
Urban and Architectural Planning Lab. Dept.of Architecture and Environment 

 Systems. Faculty of Systems science and technology, Akita Pref.Univ. 

 

5. 条文・住宅整備基準と修景の関連	 
5-1.街づくり協定等	 

	 街づくり協定、地区計画、景観条例の区分で単位修景

件数を比較すると、街づくり協定によるものが多い（表

１）。但し、六郷中央地区においてはそれに反し、少なく

なっている。これは、条文に組織に関する記載が無く、

組織の運営の未確立が要因であると想定される。 
5-2.住宅整備基準	 

	 住宅等の景観形成の内容に直接影響を与える住宅整備

基準の項目数の合計と、単位修景件数には関連はなかっ

た（表２）。明示性に着目すると、項目数の合計に対し

「抽象的な基準」の割合が高いと単位修景件数が多くな

る傾向が見られた。 
6.六郷中央地区の詳細分析	 

	 まず、実施概要としては、事業導入以前に修景活動が

行われておらず、街環事業の導入後に修景活動が始めら

れている（表３）。	 

	 方針策定プロセス、街づくり協定締結プロセスは、行

政主導型であり、住民の参加は住民委員会（以下、「委員

会」）が行政の案に対して確認・修正を行うにとどまって

いた。修景実施プロセスは事前相談先が委員会ではなく

行政になっており、委員会の関与はない。	 

次に住宅等整備基準（3）と修景事例の適合率を本研修で

は把握することができた 24 件を対象に検証する（表４）。

「数値化された基準」、「具体的な基準」は 14 項目あり、

このうち、10 項目で 75％以上の適合率を示している。数

値や具体的な基準を設けることは有効となっている。た

だし、「抽象的な基準」の項目の「建築物高さ」の適合率

も 100％と高かった。これは、本地区は低層住宅が集まる

土地であることが関係あり、事業効果とは言えない。	 

7.考察	 

	 ７地区の分析から街環事業を活用し修景活動を行う際、

小規模面積で事業を行うことにより景観形成が有効に進

められる。また、住民主体の取り組みである街づくり協

定の締結は決定権が住民にあることから、地区計画、景

観条例と比較して修景件数が多くなったと考える。	 

	 六郷中央地区の分析から組織の運営が行われておらず、

各段階のプロセスにおいて住民参加が活発でないことよ

り組織の運営・住民参加と修景には関連があると想定さ

れる。住宅整備基準に関しては明示性が高い項目で適合

率が高くなっている。「数値化した基準」「具体的な基

準」とすることで事業主である住民、審査をする行政と

もに一定の基準で判断することができ、統制のとれた質

の高い街並みを形成できると考える。しかし、明示性が

高いことが住宅修景の取り組みへの障害となり活発的な

修景活動に繋がらない可能性も考えられる。	 

	 

	 

表２	 住宅整備基準内容と修景数の関係	 

	 

	 

	 
	 

	 

※ 	 明示性	 A＞B＞C	 A：数値化された基準	 B：具体的な基準	 C:抽象的な基準	 
※ 	 (	 )内は構成比（明示性A,B,C/合計）	 

表３	 六郷中央地区街環事業の概要	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

表４	 住宅整備基準の項目別の適合率	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 
	 
	 
※ 	 明示性	 A＞B＞C	 A：数値化された基準	 B：具体的な基準	 C:抽象的な基準	 
※ 	 住宅整備基準適合件数/整備が必要とされる住宅件数	 

8.まとめと後期の課題	 

街環事業において住宅修景の促進に影響を与える要因と

して	 

① 小規模面積で行うことで集中的に事業が展開でき修景
件数が多くなる。	 

② 街づくり協定締結地区での修景件数が多くなる。	 
③ 組織運営の確立、住民参加が修景活動にプラスの影響
を与えている。	 

④ 明示性が高いことが修景の取り組みへの障害となり、
全体の修景数の減少に繋がっている可能性がある。	 

⑤ 明示性が高いと住宅整備基準の適合率が高くなり、
個々の修景の質が高くなる。	 

以上の５点を考察することができた。	 

	 前期では修景件数を中心に調査、分析を行ったので、

後期は修景の質も含めて調査を行い、住宅修景に影響を

与える要因についての知見を深める。	 
【補注】	 
（1） 本研修では街づくり協定、地区計画、景観条例を街づくり協定等とする。	 
（2）街なみ環境整備事業の概要は次のようになっている。	 
根拠法令等：街なみ環境整備事業制度要綱（建設省住宅局通達）	 
創設年度：平成５（１９９３）年度	 	 事業主体：地方公共団体	 
目的：生活道路等の地区施設が未整備であること、住宅等が良好な美観を有していな
いこと等により、住環境の整備改善を必要とする区域において、地区施設、住宅、生
活環境施設の整備等住環境の整備改善を行うことによりゆとりとうるおいのある住宅
地区の形成を図る。	 
補助内容：①協議会活動助成金、②整備方針策定事業。③街なみ整備事業、④街なみ
整備助成事業、⑤住宅の建て替え等	 
（3）六郷中央地区では住宅整備基準にと全て適合していなくても助成金が出る。また、
最低基準も定められてなく、行政の審査に委ねられている。	 
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